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序章 

 2006（平成 18）年に総務省が「地域における多文化共生推進プラン」を策定したこと

で、社会統合政策の一環として、国際化推進施策の基本指針や基本計画の構想に着手する

自治体が現れるようになった。しかし、国の社会統合政策における包括的な基盤が欠如し

ているだけでなく、出入国管理政策と社会統合政策との連携が総合的に機能していないた

め、社会統合政策は自治体の取組みが先行している。東広島市もその例外ではない。 

2008（平成 20）年に「留学生 30 万人計画」が策定されたこと、2014（平成 26）年に

広島大学が「スーパーグローバル大学創成支援」に採択されたことで、外国人留学生をは

じめとした多くの外国人市民が東広島市に在住することが予測されている。他方、2025（平

成 37）年を境に東広島市の人口が減少に転じ、人口構成の大幅な変動に直面することが予

測されている。今後ますます国際化が進展する中で、東広島市における国際化推進の取組

みに関心が集まっている。 

 東広島市では、東広島市国際化推進の基本指針および基本計画として、東広島市国際化

推進プランが実施されている。本研究では、東広島市国際化推進プランを指標として、東

広島市の国際化推進の現状および課題について検討する。 

 そのために、以下、第一章では、国と自治体の国際化推進の取組みを比較検討する。第

二章では、東広島市の国際化推進の歴史と現状を振り返る。第三章では、東広島市国際化

推進プランを総合的に分析検討する。第四章では、（仮称）東広島市国際化協会の設立につ

いて検討する。 
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第一章 日本の国際化推進の実態 

第一節 国の国際化推進の取組み 

 国の外国人政策は、外国人の出入国管理に関する政策（出入国管理政策）と入国した外

国人の社会への定着に関する政策（社会統合政策）に大別される。1988（昭和 63）年に

旧経済企画庁が「世界とともに生きる日本－経済運営 5 ヵ年計画－」、同年に旧労働省が

「第 6 次雇用対策基本計画」を策定して以降、国の出入国管理政策は一貫している。つま

り、専門職や熟練労働に就く外国人は積極的に受入れるが、非熟練労働者に就く外国人は、

日系人などの一定の身分や地位を有する者として在留を認める場合を除き、受入れないと

いう方針である。他方、国には社会統合政策が欠如していた。1980（昭和 55）年代後半

に旧自治省が「地方公共団体における国際交流の在り方に関する指針」「国際交流のまちづ

くりのための指針」「地域国際交流推進大綱の策定に関する指針」を地域の国際化政策の一

環として策定したが、社会統合という観点に立った政策ではなく、総合的・横断的対応に

欠けていた。 

 「社会統合」は「多文化共生」の同義語として解釈されることが多い。本研究において

も「社会統合」と「多文化共生」を同義語と解釈して進める。社会統合とは、ブリタニカ

国際大百科事典によると「非統合的な状態にある社会内の個々の集団ないしは個人が、相

互的に適応することにより、単一の集団体として統合されていく過程」である。また、「こ

の過程において、社会はより分散的な状態からより総合的、団結的な状態に添加していく」

とされる。つまり、社会統合とは、日本人及び外国人市民、自治体、行政機関、多文化共

生の担い手である諸団体、その他関係機関が双方向の関係性を構築した状態であると言え

る1。他方、名城大学の近藤敦教授をはじめとした多くの学者から「統合の意味合いは同化

に近いものとして受け取られる場合がある2」と指摘されている。同化とは、ブリタニカ国

際大百科事典によると「個人や集団が、他の個人ないし集団の態度や感情を取得し、その

経験や伝統を共有するにいたる社会過程。またはこうした社会過程から結果する社会関係

の均衡状態」である。統合と同化は分析ないし理論上の概念としては区別されるが、現実

は区別しにくい場合が多く、社会統合と同化の概念が混在していることが長年指摘されて

いる点に留意する必要がある。 

                                                   
1 外務省・神奈川県・国際移住機関（2010）「外国人の受入れと社会統合のための国際ワ

ークショップ」 
2 近藤敦（2009）「なぜ移民政策なのか－移民の概念、入管政策と多文化共生政策の課題、

移民政策学会の意義」,『移民政策研究』2009 年創刊号,12 頁。 
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国が社会統合政策の策定に向けて動き出したのは、2006（平成 18）年に内閣府が第 8

回経済財政諮問会議で、外国人の就労、就学および生活環境の整備について、省庁横断的

に検討すると可決したことが始まりである。それ以降、2009（平成 21）年に内閣府に定

住外国人施策推進室を設置し、リーマンショックの影響を受けて経済危機下で困窮する定

住外国人を支援するため、教育、雇用、住宅、防災・防犯および情報提供等の緊急対策を

講じた。さらに、2012（平成 24）年には法務省が従来の外国人登録制度を廃止し、新た

に外国人住民基本台帳制度を施行したことで、在留外国人の利便性が向上した。しかし、

社会統合政策における包括的な基盤が欠如しているだけでなく、出入国管理政策と社会統

合政策との連携が総合的に機能していないため、社会統合政策は自治体の取組みが先行し

ており、外国人集住都市をはじめとした自治体から国の対応策が求められている。 

 出入国管理政策と社会統合政策を連携させるためには、関係省庁の連携体制の強化が必

要である。しかし、表 1－1 で示したように、現状は典型的な縦割り型の組織であるため、

外国人政策が効果的に機能していないのが実態である。2012（平成 24）年の第 3 回「外

国人との共生社会」実現検討会議において、浜松市長の鈴木康友氏は「社会統合政策の一

環として、内閣府の定住外国人施策推進室を『局』に格上げして、外国人全体に所管を広

げるべきである3」と提言し、また、2013（平成 25）年に関西経済同友会の移民政策委員

会は「現行の縦割り型行政の問題を解消するため、内閣府の外局として外国人庁を設置す

べきである4」と提言している。他方、2012（平成 24）年の第 4 回「外国人との共生社会」

実現検討会議において、筑波大学大学院助教の明石純一氏は「『外国人との共生』というモ

ットーを全面的に押し出し過ぎると、逆説的に外国人というものの存在性を浮き立たせて

しまい、共生を難しくしてしまう5」と指摘している。しかし、先述した提言の如何を問わ

ず、出入国管理政策と社会統合政策の連携が総合的に機能していないという現状を受け止

め、国は現行体制を改革する画期的な政策を打ち出すことが求められている。 

 

表 1－1 現行の外国人関連施策担当省庁・部局と担当内容 

                                                   
3 内閣官房（2012）「鈴木氏提出資料」（「外国人との共生社会」実現検討会議（第 3 回）

議事次第） 
4 関西経済同友会移民政策委員会（2013）「【提言】定住外国人の受入れ促進で、日本の再

活性を－いま求められる外国人庁の設置」 
5 内閣官房（2012）「明石純一氏提出資料」（「外国人との共生社会」実現検討会議（第 4

回）議事次第） 
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担当省庁・部局 内容 

内閣府 定住外国人施策推進室 企画立案・総合調整 

外務省 領事局外国人課 入国査証制度、在日外国人に関する政策立案 

法務省 入国管理局入国在留課 上陸・在留・再入国許可 

総務省 自治行政局住民制度課 住民基本台帳制度 

厚生労働省 年金局国際年金課 政府管掌の厚生年金、国民年金 

厚生労働省 職業安定局外国人雇用対策課 政府が行う職業紹介、職業安定 

厚生労働省 能力開発局外国人研修推進室 外国人技能実習制度 

文部科学省 初等中等教育局国際教育課 児童・生徒の教育 

文部科学省 文化庁文化部国語課 日本語教育 

出典）関西経済同友会移民政策委員会（2013）「【提言】定住外国人の受入れ促進で、日本

の再活性化を－いま求められる外国人庁の設置」21 頁より作成。 

 

第二節 自治体の国際化推進の取組み6 

 国の国際化推進の取組みと比較して、外国人集住都市である自治体ははるかに総合的な

取組みを行っている。外国人施策に積極的に取組んできた自治体は、1970（昭和 45）年

代に終戦前から引き続き日本に在留している朝鮮半島出身者およびその子孫である在日韓

国・朝鮮人を対象に人権施策として取組みを始めた自治体（人権型）と、1990（平成 2）

年代に「出入国管理及び難民認定法」の改定により渡日した日系南米人、いわゆるニュー

カマーを対象に国際化施策として取組みを始めた自治体（国際型）に大きく分けることが

できる。国とは異なり、庁内の関係部門の施策を連絡調整するとともに、企画立案機能を

持った部門を配置し、外国人施策の基本指針を定め、総合的な取組みを行っている。そう

した自治体の代表例として、大阪市（人権型）、浜松市（国際型）、川崎市（人権型と国際

型を合わせた統合型）が挙げられる。 

 大阪市は戦前から全国一の朝鮮半島出身者の集住地域であり、韓国・朝鮮人の外国人登

録者数全体に占める割合は 6 割強である（2010（平成 22）年 12 月末現在）。大阪市は 1994

（平成 6）年に外国籍住民施策有識者会議を設置し、1998（平成 10）年に「外国籍住民施

策基本指針（2004（平成 16）年改定）」を策定し、「外国籍住民の人権の尊重」「多文化共

                                                   
6 本節の記述は、自治体国際化協会（2007）「多文化共生のあり方と現状」,『自治体国際

化フォーラム』2007 年 1 月号を参考にした。 
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生社会の実現」「地域社会への参加」「外国籍住民施策の推進」という 4 つの目標を掲げ、

国際化施策に取組んでいる（2012（平成 24）年度および 2013（平成 25）年度現在）。 

 浜松市は在住ブラジル人が全国一多い地域である。2007（平成 19）年度から 2010（平

成 22）年度まで浜松市世界都市ビジョンを実施し、2013（平成 25）年度に浜松市多文化

共生都市ビジョンを実施している。また、都市間連携を重視し、他の自治体に呼び掛けて、

2001（平成 13）年に日系南米人が多数居住する自治体の関係者が集まり、多文化共生へ

の課題について議論する外国人集住都市会議を設立した。さらに、2008（平成 20）年に

は浜松市外国人市民共生審議会が条例により設置されたことで、一般公募によって選考さ

れた外国人市民委員 8 人、学識経験者および知識経験者各 1 人を構成員として、日本人お

よび外国人市民の共生推進に関する事項について調査審議を行っている。 

 川崎市は首都圏有数の在日韓国・朝鮮人の集住地域である。1980（昭和 55）年まで

韓国・朝鮮人が外国人登録者数全体に占める割合は 9 割を超えていたが、1990（平成 2）

年には 6 割を切り、2012（平成 24）年には 2 割強となっている。1988（平成元）年には

日本人と外国人との共生を目指した日本初の社会教育施設であるふれあい館が設置され、

1996（平成 8）年には外国人市民代表者会議が条例により設置された。外国人市民代表者

会議は公募で選考された 26 人以内の外国人市民の代表者で構成されており、1996（平成

8）年から 2011（平成 23）年までに、教育、情報、住宅、福祉、国際交流、市民参画、防

災等に関する 38 の提言を川崎市長に提出している。同会議は年に 8～9 回ほど開催され、

誰でも傍聴することができ、調査審議の内容はホームページ等を通じて多言語で公表され

ている。条例設置による恒常的な機関として市民参加の機能を果たしており、直接外国人

市民の意見を行政や議会に反映させるために創り出された議会であると言える7。 

 2006（平成 18）年に総務省が「地域における多文化共生推進プラン」を策定し、全国

の都道府県、政令指定都市および市区町村へ多文化共生施策を体系的に示したことで、在

留外国人に関する施策の基本指針や基本計画の構想に着手する自治体が現れるようになっ

た。表 1－2 で示したように、2009（平成 21）年 4 月 1 日現在、多文化共生に関する施策

を展開している都道府県は 44（全都道府県の 94%）、政令指定都市は 18（全政令指定都市

の 100%）ある。しかし、政令指定都市を除く多くの市区町村は多文化共生に関する施策

に取組んでおらず、多文化共生に関する意識が全体的に低いと言える。今後ますます国際

化が進展することを踏まえ、全国の自治体で地域事情に対応した多文化共生推進施策を策

                                                   
7 駒井洋・渡戸一郎編（1997）『自治体の外国人政策－内なる国際化への取組み』39 頁。 
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定し実施することが求められる。 

 

表 1－2 多文化共生の推進に係る指針・計画の策定状況 

 

出典）総務省（2009）「多文化共生の推進に係る指針・計画の策定状況」（多文化共生の推

進に関する意見交換会（第 1 回会合）配布資料）1 頁。 

 

表 1－3 で示したように、2006（平成 18）年に総務省が「地域における多文化共生推進

プラン」を策定した翌 2007（平成 19）年に明治大学国際日本学部の山脇啓造教授が自治

体の多文化共生施策の課題について整理している。しかし、2014（平成 26）年現在、根

本的な問題解決には至っていない。山脇教授は「社会統合政策において、人権尊重、社会

参画、国際協調といった多文化共生社会の基本理念を明らかにした（仮称）多文化共生社

会基本法を制定することが重要である8」と指摘する。また、「社会統合政策を担当する組

織を設置し、多文化共生社会の形成の推進に関する企画立案や関係省庁間の総合調整を行

うことが必要である9」と提言している。 

 

表 1－3 「地域における多文化共生プラン」を実施する自治体の多文化共生施策の課題 

                                                   
8 山脇啓造（2009）「多文化共生社会の形成に向けて」,『移民政策研究』2009 年創刊号,36

頁。 
9 外国人との共生に関する基本法制研究会（2003）「多文化共生社会基本法の提言」 
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施策の方向性 内容 

外国人住民への総合的な支援 

外国人への日本語学習や情報の多言語化の推進に加え、

居住、教育、労働、医療、福祉、防災などさまざまな分

野で外国人住民の生活環境を整備する。 

多文化共生の地域づくり 

外国人住民を対象とした施策に偏ることなく、日本人住

民への啓発などを行い、地域社会の意識改革を進める。

また、外国人住民が地域社会の一員として、地域づくり

に参加できる仕組みをつくる。 

多文化共生のための体制整備 

担当部署を設置し、基本指針や計画を策定する。また、

庁内関係部署の連絡会議を設置する。さらに、町内会、

自治会、市民団体、学校、社会福祉協議会、国際交流協

会、企業、自治体など地域社会が一体となって取組む体

制を整備する。 

出典）自治体国際化協会（2007）「多文化共生のあり方と現状」,『自治体国際化フォーラ

ム』2007 年 1 月号,10 頁から 11 頁。 

 

 以上、本章では、国の包括的な社会統合政策が欠如しているだけでなく、出入国管理政

策と社会統合政策の連携が効果的に機能していないため、外国人集住都市をはじめとした

自治体から国の対応策が求められていることを指摘した。2006（平成 18）年に総務省が

「地域における多文化共生プラン」を策定して以降、各自治体が取組んでいる多文化共生

施策が社会統合政策の土台を構築していると言えるが、政令指定都市を除く多くの市区町

村は多文化共生に関する施策に取組んでおらず、多文化共生の意識が低いことが確認でき

た。今後ますます国際化が進展することを踏まえ、全国の自治体で地域事業に対応した多

文化共生施策を策定し、実施すべきである。次章では、本研究の対象地域である東広島市

の国際化推進について検討していく。 

第二章 東広島市の国際化推進の実態 

第一節 東広島市の国際化推進の歴史10 

1965（昭和 40）年から 1974（昭和 49）年まで、東広島市は田園農村地帯としての色合

                                                   
10 本節の記述は、東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラ

ン－みんながつながるまちづくり』4 頁から 8 頁を参考にした。 
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いが強く、外国との結びつきは希薄だった。しかし、1974（昭和 49）年の市制施行以降、

徐々に国際化の気運が高まってきた。1975（昭和 50）年から 1984（昭和 59）年には、広

島大学の統合移転計画を核とする「賀茂学園都市建設」と、先端技術産業の活力導入によ

る「産・学・住」の調和したまちづくりを目指した「広島中央テクノポリス建設」が推進

され、学術研究分野を中心に東広島市は国際化を展開していった。1987（昭和 62）年に

は外国人登録者数が 500 人を超え、その対応策の検討を目的として「東広島市国際化推進

への提言－世界とふれあう研究学園都市をめざして」が策定された。同年、この提言に基

づき「東広島市国際化推進協議会」が設立し、東広島市の国際化推進体制が整備された。

1989（平成元）年には旧自治省から「地域国際交流推進大綱の策定に関する指針」が示さ

れ、留学生の増加が続く東広島市では留学生を中心とした交流事業が推進された。1990（平

成 2）年の「出入国管理及び難民認定法」の改定以降、東広島市においても留学生以外の

外国人市民の増加傾向が顕著となり、1991（平成 3）年には外国人登録者数が 1,000 人を

突破した。1995（平成 7）年には旧自治省から「自治体国際協力推進大綱の策定に関する

指針」が示され、1997（平成 9）年には外国人登録者数が 2,000 人を突破した。 

2000（平成 12）年代には、外国人市民の増加と急速な環境の変化に対応するため、東

広島市の国際化推進の取組みは勢いを増した。2001（平成 13）年には「東広島市国際化

推進計画第 2 次提言－相互発展と共存社会の実現」を策定し、2003（平成 15）年には外

国人登録者数が 3,000 人を突破した。2005（平成 17）年の 1 市 5 町による合併では、さ

らに約 300 人の外国人市民が加わった。2006（平成 18）年には総務省から「地域におけ

る多文化共生推進プラン」が示され、外国人市民が 4,000 人を超える東広島市は、国際化

施策の新たな基本指針を示すため、2008（平成 20）年に第一次東広島市国際化推進プラ

ンを 5 か年計画として策定した。2009（平成 21）年には東広島市の外国人登録者数が 4,600

人に達した。2012（平成 24）年には第一次東広島市国際化推進プランが満期に達し、2013

（平成 25）年に第二次東広島市国際化推進プランを 5 か年計画として策定した。第二次東

広島市国際化推進プランは、第一次東広島市国際化推進プランの総括および「第四次東広

島市総合計画」の個別計画として位置付けられている。 

 

表 2‐1 国および東広島市の国際化推進に関する施策並びに東広島市の外国人登録者数 

 

年(西暦) 

 

国 

 

東広島市 

外国人

登録者
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   数(人) 

1975‐1984  
「賀茂学園都市建設」・「広島中

央テクノポリス建設」を推進  

1987  

「東広島市国際化推進への提言

～世界とふれあう 研究学園都

市をめざして～」の策定および

「東広島市国際化推進協議会」

の設立 

500 

1989 
「地域国際交流推進大綱の策定

に関する指針」の策定   

1990 
「出入国管理及び難民認定法」

の改定   

1991  
 

1000 

1995 
「自治体国際協力推進大綱の策

定に関する指針」の策定 

 

  

1997  
 

2000 

2001  

「東広島市国際化推進計画第 2

次提言～相互発展と共存社会の

実現～」の策定 
 

2003  
 

3000 

2005  1 市 5 町による合併 
 

2006 
「地域における多文化共生推進

プラン」の策定   

2008  
「第一次東広島市国際化推進プ

ラン」の策定  

2009  
 

4600 

2013  「第二次東広島市国際化推進プ
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ラン」の策定 

出典）東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんな

がつながるまちづくり』4 頁から 8 頁より作成。 

 

第二節 東広島市の国際化の現状11 

図 2－1 で示したように、日本社会では、生産年齢人口割合の減少、高齢化率の増加、

合計特殊出生率の停滞が進んでいる。他方、図 2－2 で示したように、2008（平成 20）年

9 月のリーマンショック等による日本経済の停滞および 2011（平成 23）年 3 月の東日本

大震災の影響から、ここ数年は減少したが、「永住者」「定住者」などの在留資格を持つ外

国人市民は急速に増加し、2014（平成 26）年現在 200 万人を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
11 本節の記述は、東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラ

ン－みんながつながるまちづくり』9 頁から 12 頁を参考にした。 
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図 2－1 日本の人口の推移 

出典）厚生労働省（2013）「日本の人口の推移」 

 

 

図 2－2 在留外国人の推移 

出典）法務省（2013）「平成 25 年 6 月末現在における在留外国人数について（確定値）」 
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東広島市外国人登録の月次統計によると、2012（平成 24）年 3 月末時点で、東広島市

に在住する外国人市民の人口は 4,678 人（県内第 3 位）、総人口に占める割合は 2.6%（県

内第 2 位）である。図 2－3 で示したように、外国人市民の人口は長期的には増加傾向に

あり、また定住化も進んでいる。他方、図 2－4 で示したように、東広島市においても、

2025（平成 37）年を境に人口減少に転じると予測されており、外国人市民の増加による

人口構成の大幅な変動を迎えることが予測されている。 

 

 

図 2－3 東広島市の外国人登録者数の推移 

出所）東広島市外国人登録月次統計（毎年 3 月） 

出典）東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんな

がつながるまちづくり』10 頁。 
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図 2－4 東広島市の総人口等の将来推計 

出所）2012（平成 24）年度東広島市人口統計（中位推計値） 

出典）東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんな

がつながるまちづくり』10 頁。 

注）2025（平成 37）年以降は条件設定を変更せずに推計期間を 2035（平成 47）年まで延

長して独自推計。 

 

図 2－5 で示したように、2012（平成 24）年時点の東広島市における外国人登録者のう

ち、中国国籍の市民が 5 割以上を占めている。二番目に多い韓国・朝鮮国籍の市民は約 1

割を占めており、「特別永住者」が多い。 

 

 

図 2－5 国籍別外国人登録者数 

出所）東広島市外国人登録月次統計（毎年 3 月） 

出典）東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんな

がつながるまちづくり』12 頁。 
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図 2－6 で示したように、東広島市の外国人市民のうち、最も多いのは「永住者」であ

り、年々増加している。就労などのため来日した「定住者」や日本人との婚姻により「日

本人の配偶者等」として来日した外国人市民が、一定の滞在期間を経て、「永住者」の資格

に変更するケースが増加しているためである。全体的な特徴として、「留学」と「技能実習」

の占める割合が高い。これは、東広島市が学園都市および産業都市でもあるためであると

考えられる。 

 

 

図 2－6 在留資格別外国人登録者数 

出所）東広島市外国人登録月次統計（毎年 3 月） 

出典）東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんな

がつながるまちづくり』10 頁。 

 

 以上、本章の検討から、東広島市の特徴として、次のようにまとめることができるであ

ろう。第一に、学術研究分野を中心に国際化を展開していること。第二に、2025（平成

37）年を境に人口現状に転じる一方で、外国人市民が増加することで人口構成の大幅な変

動に直面することが予測されていること。第三に、学園都市および産業都市であるため、

外国人留学生と技能実習生が多いこと。したがって、将来的な人口現状および外国人留学

生や技能実習生をはじめとした外国人市民の増加による人口構成の大幅な変動を見据えた

取り組みが求められる。そこで、東広島市の国際化という視点をもって、次章では、東広

島市の国際化推進の取組みについて検討していく。 
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第三章 東広島市の国際化推進の取組み 

第一節 第一次東広島市国際化推進プランの結果12 

東広島市国際化推進プランとは、「『外国人を日本人が支援するため』ではなく『外国人

市民の自己実現と地域の活性化を一致させる』という積極的視点から、豊かな市民生活を

実現し一人ひとりが輝く地域づくりを進める13」ために策定された、東広島市国際化推進

の基本指針および基本計画である。つまり、東広島市が取組む社会統合政策の基礎である

と言える。本研究では、東広島市国際化推進プランを指標として、東広島市の国際化推進

の現状および課題について検討する。 

東広島市は、2008（平成 20）年に「心豊かに安心して暮らせる多文化共生のまちづく

り」を基本理念とした第一次東広島市国際化推進プランを 5 か年計画として策定し、それ

ぞれ「国際感覚豊かな人材の育成」「世界に開かれた国際都市としての発展」「外国人市民

にとって快適で安心のできるまちの実現」「多文化共生の社会の形成」を目標として定め、

各種施策に取組んだ。2012（平成 24）年度末にプランが満期に達した時点で、計画して

いた 50 事業のうち、39 事業を実施した14。他方、いくつか未実施事項および課題を残す

結果となった。 

図 3－1 で示したように、第一次東広島市国際化推進プランの成果を計る指標である外

国人市民アンケート調査結果によると、東広島市役所の外国人市民へのサービスについて

66.6%の外国人市民が「いい」「まあまあ、いい」と回答しており、5.9%の外国人市民が「少

し悪い」「悪い」と回答した。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
12 本節の記述は、東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラ

ン－みんながつながるまちづくり』18 頁から 20 頁を参考にした。 
13 東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんながつ

ながるまちづくり』2 頁。 
14 東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんながつ

ながるまちづくり』14 頁から 17 頁。 
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図 3－1 市役所の外国人サービスについての満足度 

出所）東広島市企画振興部企画課編（2013）『外国人市民アンケート調査結果』Q.14-1。 

出典）東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんな

がつながるまちづくり』18 頁。 

 

 他方、図 3－2 で示したように、外国人市民アンケート調査結果より、サービスの周知

度に関して、最も基本的な外国人相談窓口ですら 33.1%の外国人市民が「知りません」と

回答するなど、全体的に情報が行き渡っていないことが問題として指摘されている。 

 

 

図 3－2 市役所の外国人サービスについての認知度 

出所）東広島市企画振興部企画課編（2013）『外国人市民アンケート調査結果』Q.3。 

出典）東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんな

がつながるまちづくり』18 頁。 



19 

 

第二節 第二次東広島市国際化推進プランの現状 

2013（平成 25）年に 5 か年計画として策定された「みんながつながるまちづくり」を

基本理念とした第二次東広島市国際化推進プランは「外国人市民に向けた施策」「受入住民

に向けた施策」「共通する施策」「行政の国際化と体制整備」を目標として定め、各種施策

に取組んだ。第二次東広島市国際化推進プランの位置付けは表 3－1で示した通りである。 

 

表 3－1 第二次東広島市国際化推進プランの位置付け 

(1) 「未来にはばたく国際学術研究都市－ともに育み、人が輝くまち」を将来都市像とす

る第四次東広島市総合計画の個別計画として定める。 

(2) 2008（平成 20）年策定の第一次東広島市国際化推進プランの総括を行う。 

(3) 東広島市の国際化を総合的・計画的に推進するための理念・目標・施策の方向性を示

すとともに、限られた人材と財源の中で効果的に実施するため、施策の最優先順位を

明確にする。 

出典）東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんな

がつながるまちづくり』2 頁より作成。 

 

2014（平成 26）年現在、第二次東広島市国際化推進プランの進捗報告が公表されてい

ないため、実施・強化を計画している施策の現状がわかっていない。そのため、本研究で

は、表 3－2 で示したように、第二次東広島市国際化推進プラン全 55 施策のうち、2013

（平成 25）年度に実施・強化を計画した 13 施策、2014（平成 26）年度に実施・強化を

計画した 23 施策について分析する（そのうち、重点または最重点に指定された施策は 15

ある）15。 

分析するにあたり、第二次東広島市国際化推進プランを参考に、各施策の現状・課題お

よび方向性について報告する。また、「第二次東広島市国際化推進プラン」進捗報告（以下、

進捗報告と略す。）16、東広島市企画振興部企画課（以下、企画課と略す。）の A 氏・B 氏

との聞き取り調査を参考に、2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況についても報告する。 

                                                   
15 「実施」とは、未実施（無記入）の項目について事業を開始するもの。「強化」とは、

既に実施しているが、内容の変更や改善等を行うもの。「継続」とは、プラン作成時点で実

施しており、同内容で実施（継続）するもの。 
16 第二次東広島市国際化推進プランにおける進捗状況報告書。各年度末に更新されるため、

2013 年度の進捗状況のみ記載されている（2014 年 11 月現在）。 
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表 3－2 2013（平成 25）年度または 2014（平成 26）年度に実施・強化を計画した施策 

1. 外国人市民に向けた施策 

（1）転入前の支援 

① 【重点】生活情報の事前提供［2013, 2014］ 

（2）生活開始時の支援 

① 【重点】外国人生活オリエンテーション［2013, 2014］ 

② 【重点】個人別案内票の作成［2013, 2014］ 

（3）多言語相談 

① 外国人相談窓口［2014, 2015］ 

② 交流団体との連携による多言語情報の提供［2014, 2015］ 

（4）日本語学習 

① 日本語教室の充実［2014, 2015］ 

② インターネットを利用した日本語学習［2014, 2015］ 

（5）保健・医療・福祉 

① 【重点】通訳派遣システムの構築［2013, 2014］ 

（6）子育て・教育 

① 通訳派遣システムの構築［2013, 2014］ 

（7）防災 

① 外国人市民への啓発［2014, 2015］ 

② 【重点】災害時対応のための体制整備［2013, 2014］ 

（8）サービスの存在周知 

① 【最重点】対象者への全戸配布による周知［2013, 2014, 2015, 2016, 2017］ 

② 【最重点】市役所ホームページ等の多言語情報の充実［2013, 2014, 2015, 2016, 

2017］ 

2. 受入住民に向けた施策 

（1）サポート情報等の提供 

① 【重点】支援団体等への情報通知［2013, 2014］ 
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3. 共通する施策 

（1）交流機会の創出 

① 【重点】地域や支援団体等と外国人市民を結ぶ取組み［2014, 2015］ 

（2）意見の集約 

① 市民意見の常時収集［2013, 2014］ 

4. 行政の国際化と体制設備 

（1）庁内体制の整備 

① 【重点】多文化共生コーディネーターの活用［2013, 2014］ 

② 庁内通訳体制の整備［2014, 2015］ 

③ 翻訳に係るガイドラインの整備［2013, 2014］ 

④ 【重点】翻訳に係るガイドラインの整備［2013, 2014］ 

（2）市外連携 

① 周辺市町の連携［2014, 2015］ 

② 外部組織・広域連携推進組織等との連携［2014, 2015］ 

③ 【重点】広域連携人的ネットワークの活用［2014, 2015］ 

出典）東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんな

がつながるまちづくり』56 頁から 57 頁より作成。 

注）［ ］内の数字は実施・強化目標年度を示す。 

 

1. 外国人市民に向けた施策 

（1）転入前の支援 

①【重点】生活情報等の事前提供［2013, 2014］ 

東広島市に転入する前に、東広島市の概要、位置、交通アクセス、東広島市内マップ、

気候、まちの規模・生活環境の説明と風景写真などの生活情報を取得できる環境を整備す

る。情報伝達手段としてインターネットを積極的に活用する。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

2013（平成 25）年度から実施予定であったが、取組めていない。2014（平成 26）年度

から東広島市の生活情報を少しずつホームページに掲載するなどの取組みを行っている。 
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（2）生活開始時の支援 

①【重点】外国人生活オリエンテーション［2013, 2014］ 

表 3－3 で示したように、外国人生活オリエンテーション資料が全体的に行き渡ってい

ない。そのため、引き続き「外国人生活オリエンテーション嘱託員」を配置し、多言語表

記の「オリエンテーションパック」を作成するとともに、日時や場所によってオリエンテ

ーションを受けられない外国人市民に対応するため、オリエンテーション動画を作成し公

開する。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

2008（平成 20）年度から外国人生活オリエンテーション嘱託員を庁内に配置し、また

同年から多言語表記の生活情報メールサービスを実施している。2013（平成 25）年度に

は、新規の外国人市民のオリエンテーションを担当する、住民登録担当課の職員を対象と

した研修を行った。 

 

表 3－3 年間の転入・転出者数と外国人生活オリエンテーション資料配布実績 

 

出所）外国人登録事務に関する実績調査票および外国人生活オリエンテーション実績表 

出典）東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんな

がつながるまちづくり』28 頁。 

 

②【重点】個人別案内票の作成［2013, 2014］ 

 個人別案内票は、外国人市民一人ひとりが一目でわかるような体制づくりを実現するた

め、住民登録・国民健康保険・国民年金などの項目について、それぞれの必要性、手続き
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が未処理か処理済かの状態、期限などを記載したものである。個人別案内票は、住民登録

の際のオリエンテーションで渡すとともに、就職・結婚・出産など状況に変化が生じた際

に、随時作成できるようにする。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

 2014（平成 26）年度から個人別案内票作成に取組んでいるが、施行するまでには至っ

ていない。 

 

（3）多言語相談 

①外国人相談窓口［2014, 2015］ 

 相談員を対象とした研修や他団体との連携を強化する。現在対応している英語・中国語・

ポルトガル語以外の外国語の対応や、地域を回る出前型相談等も、期間を限定するなどし

て実施する。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

（公財）東広島市教育振興事業団の支援により、2009（平成 21）年度に外国人相談窓

口の拡充を行った。また、2014（平成 26）年度から同事業団の支援により、弁護士団の

協力を経て、外国人法律相談を実施している。2014（平成 26）年時点では、現在対応し

ている外国語以外の対応や出前型相談等は実施されていない。 

 

②交流団体との連携による多言語情報の提供［2014, 2015］ 

 外国人市民の支援に取り組む各種団体や外国人市民の自助組織と連携し、多言語による

情報提供を推進する。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

 実施・強化なし。2015（平成 27）年度に持ち越しが想定される。 

 

（4）日本語学習 

①日本語教室の充実［2014, 2015］ 

 図 3－3 で示したように、各質問項目において、「できます」「だいたい、できます」と

回答した外国人市民がおよそ 50%であるので、今後も日本語教室の提供が求められる。教
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室型（1 人の講師が中心となって、カリキュラムに従い全員一斉に講義を受ける形式）、交

流型（複数のボランティアが、外国人市民個人ごとの要望に合わせて、会話を楽しみなが

ら学習する形式）、One-to-One にほんご（外国人市民とボランティアが 1 対 1 で日本語学

習等を進める形式）等、地域の実情に合わせた複数のタイプの日本語教室を提供する。ま

た、日本語教室が日本語学習のみならず、日本社会・地域社会に関する学習機会と交流の

場としての機能を果たすように努める。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

 1992（平成 4）年から（公財）東広島市教育振興事業団を中心に、サンスクエア東広島

を拠点に、日本語教室の設置および運営を行っている。2009（平成 21）年度には中国帰

国者の会の日本語教室の運営支援、2010（平成 22）年度には日系人就労準備研修の支援

を行った。日本語教室のほとんどはボランティアで成り立っているため、東広島市として

は、場の提供や交通費、教材費等の財源を支援している。 

 

 

図 3－3 外国人市民の日本語能力 

出所）東広島市企画振興部企画課編（2013）『外国人市民アンケート調査結果』Q.6。 

出典）東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんな

がつながるまちづくり』32 頁。 
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②インターネットを利用した日本語学習［2014, 2015］ 

 場所や時間等の問題によって、日本語教室に参加できない外国人市民を対象に、インタ

ーネットを利用して日本語学習ができる環境を整備する。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

 実施・強化なし。2015（平成 27）年度に持ち越しが想定される。 

 

（5）【重点】保険・医療・福祉 

①通訳派遣システムの構築［2013, 2014］ 

 図 3－4 および図 3－5 で示したように、外国人市民が保険・医療・福祉の制度について

十分に理解していないため、医療保険や年金に加入していない場合がある。また現場では、

意思疎通に障害が生じるなど安心・安全な環境が整っていない。通訳派遣については、集

団健康診断や訪問事業者等の保険分野を中心としたシステム構築を目指す。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

 2012（平成 24）年度から福祉部が実施する乳児家庭全戸訪問事業や集団健康診断への

通訳同行を支援している。中国語が必要な場合は、嘱託員が同行して言語の対応をしてい

る。2014（平成 26）年度は強化目標を立てていたが、結局現状を継続している。 

 

 

図 3－4 外国人市民の健康保険の加入状況 

出所）東広島市企画振興部企画課編（2013）『外国人市民アンケート調査結果』2Q.10-1。 

出典）東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんな

がつながるまちづくり』36 頁。 



26 

 

 

図 3－5 外国人市民が病院で困ること 

出所）東広島市企画振興部企画課編（2013）『外国人市民アンケート調査結果』Q.10-3。 

出典）東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんな

がつながるまちづくり』36 頁。 

 

（6）子育て・教育 

①通訳派遣システムの構築［2013, 2014］ 

図 3－6 で示したように、子育てにおいても「外国語の情報が少ない」をはじめとした

言葉に関する問題がある。日本語や日本の慣習に不慣れな外国人市民にとって、子育てや

教育は大きな不安や負担に繋がる。また教育では、外国人市民は義務教育ではないことや

日本語習得が困難なことから、全国的に不就学になる例が多発しており、高校進学や就職

もできない外国人市民に適切な支援が行われていない。通訳派遣については、ボランティ

ア通訳を育成し、重要な面談や説明会などの需要が高い現場を中心に、通訳派遣を行うシ

ステムの構築を目指す。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

 生活一般の通訳派遣はできても、校内までには至っていない。 
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図 3－6 外国人市民が子育てで困っていること 

出所）東広島市企画振興部企画課編（2013）『外国人市民アンケート調査結果』Q.8-2。 

出典）東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんな

がつながるまちづくり』37 頁。 

 

（7）防災 

①外国人市民への啓発［2014, 2015］ 

 災害時の対応や避難場所等について、ガイドブックやマップ、動画や防災教室などの媒

体を活用して外国人市民への周知を推進し、防災への意識を高める。また外国人市民とサ

ポート者を対象とした防災訓練の実施を検討する。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

 実施・強化なし。2015（平成 27）年度に持ち越しが想定される。 

 

②【重点】災害時対応のための体制整備［2013, 2014］ 

 図 3－7 で示したように、災害時に自力で避難できる人は 20.3%であり、大規模災害時

の対応は困難であると推測される。災害時の混乱状態を防ぐため、災害時に有効な対応マ
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ニュアルを作成する。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

 外国人市民向けに、ガイドブック等による防災への啓発、多言語生活マップへの避難場

所掲載および年に 1 回程度の防災教室を実施している。災害が起こった時に備え、災害時

マニュアルの作成に取り組もうとしているが、多言語対応センターとの協力関係が結べて

いないため、実施されていない。 

 

 

図 3－7 災害時の外国人市民の対応 

出所）東広島市企画振興部企画課編（2013）『外国人市民アンケート調査結果』Q.11-2。 

出典）東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんな

がつながるまちづくり』40 頁。 

 

（8）サービスの存在周知 

①【最重点】対象者への全戸配布による周知［2013, 2014, 2015, 2016, 2017］ 

図 3－8 で示したように、東広島市が提供するサービスの存在を知らない人が数多くい

ることが明らかになった。現状を打破するため、外国人市民に対して、日本語の理解度や
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東広島市居住期間なども考慮に入れ、相談窓口をはじめとしたサービス紹介文書を多言語

で全戸配布する。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

 2013（平成 25）年度に東広島市の外国人世帯に多言語のはがきや資料を郵送した。言

語は世帯に対応した。成果を計る指標がないため、郵送がどの程度効果があったかについ

てはわからない。 

 

 

図 3－8 市のサービスについて、外国人市民が「知らない」と回答した割合 

出所）東広島市企画振興部企画課編（2013）『外国人市民アンケート調査結果』Q.3。 

出典）東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんな

がつながるまちづくり』44 頁。 
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②【最重点】市役所ホームページ等の多言語情報の充実 

［2013, 2014, 2015, 2016, 2017］ 

 長文の翻訳では正確性の劣る自動翻訳に頼らず、初めから多言語に翻訳したホームペー

ジを作成し、情報提供を行う。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

2013（平成 25）年度に外国人市民向支援事業（日・英・中・葡併記の多言語専用ペー

ジ）のレイアウトを改善。ホームページ等の多言語情報の改善には、随時取組んでいる。 

 

2. 受入住民に向けた施策 

（1）サポート情報等の提供 

①【重点】支援団体等への情報周知［2013, 2014］ 

 市の広報誌や住民自治協議会内の連絡体制などを活用し、国際化に係る行政サービスの

存在、支援できる範囲、具体的事例、問い合わせ先などを正確に伝える。また各種メディ

アやイベントを活用して、支援団体や住民への効果的な周知方法を模索する。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

 2013（平成 25）年度に庁内に多言語情報専用掲示板を設置した。また同年に、県の補

助金の一部を使って、東広島市でラジオ番組（FM 東広島）を一本購入して、日本語教室

の案内を知らせた。しかし、成果を計る指標がないため、どの程度効果があったかについ

てはわからない。 

 

3. 共通する施策 

（1）【重点】交流機会の創出 

①地域や支援団体等と外国人市民を結ぶ取組み［2014, 2015］ 

 図 3－9 で示したように、各種交流イベントへの参加者はそれほど多くないことが明ら

かになった。他方、半数近くが「これから行きたい」「日本語がいらないなら行きたい」と

回答しており、需要が多いことも事実である。地域や支援団体等と外国人市民を結ぶ取組

みとして、既存の支援や取組みを双方に適宜 PR することをはじめ、交流機会の創出を目

指す。 
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＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

 実施・強化なし。2015（平成 27）年度に持ち越しが想定される。 

 

 

図 3－9 外国人市民の国際交流イベントへの参加状況 

出所）東広島市企画振興部企画課編（2013）『外国人市民アンケート調査結果』Q.13-2。 

出典）東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんな

がつながるまちづくり』48 頁。 

 

（2）意見の集約 

①市民意見の常時収集［2013, 2014］ 

 アンケートを効果的に分析するため、日本人・外国人市民の双方に実施する。また、ア

ンケート回収率を上げるための工夫を凝らす。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

 相談窓口や住民自治協議会等から情報を収集している。また、プラン改定に合わせて外

国人市民アンケート調査を実施している。 
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4. 行政の国際化と体制設備 

（1）庁内体制の設備 

①【重点】多文化共生コーディネーターの活用［2013, 2014］ 

 東広島市の国際化を体系的に進めるため、引き続き多文化共生コーディネーターを配置

する。コーディネーターには、多文化共生や日本語教育等の専門的知識と経験を有し、か

つマルチリンガルとしての能力を有する人材が就き、頻繁に所属の変わる一般職員とは別

に専門的な見地から施策全体を考察する。職員との役割分担を明確にした上で、国際化施

策に係る企画立案、日本語教室のコーディネートとカリキュラム・教材開発、ボランティ

ア育成等の事業実施の中心を担う。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

 東広島市として雇用している多文化共生コーディネーターは 1 名のみ。東広島市や広島

県でも、多文化共生コーディネーターを育成する機会を整備する必要があると議論してい

る。 

 

②庁内通訳体制の整備［2014, 2015］ 

 庁内に通訳を置く体制を整備する。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

 実施・強化なし。2015（平成 27）年度に持ち越しが想定される。 

 

③職員啓発［2013, 2014］ 

 東広島市の特徴として、日本語能力に秀でた留学生が多く、また長年日本語教室を実施

してきた実績から、「やさしい日本語」ならば意志疎通を十分に熟す外国人市民が多いこと

が挙げられる。職員に「やさしい日本語」を浸透させ、通訳なしでも意志疎通が図れるよ

うな体制を整備する。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

 2013（平成 25）年度に、外国人関連事務担当者研修およびオリエンテーション嘱託員

による関連所属への研修を実施した。 
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④【重点】翻訳に係るガイドラインの整備［2013, 2014］ 

 必要不可欠な情報から優先的に多言語化を進めるとともに、用語の統一や、翻訳精度の

ばらつき等を防ぐためのネィティブチェックの必須化などを盛り込んだ、翻訳ガイドライ

ンを設ける。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

 庁内に通訳を配置することができていないため、オリエンテーション嘱託員が通訳を代

行している。オリエンテーション嘱託員不在のために備え、単語集や会話集などの基本的

なマニュアルを作成している。 

 

（2）市外連携 

①周辺市町との連携［2014, 2015］ 

 周辺市町と連携して、相互に人材や資源を有効に活用し合う体制を整備する。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

 実施・強化なし。2015（平成 27）年度に持ち越しが想定される。 

 

②外部組織・広域連携推進組織等との連携［2014, 2015］ 

 県内他市町との課題を共有し、解決に向けて連携を強化する。日本司法支援センターや

入国管理局、警察などの外部の組織とも積極的に連携し、協力体制を構築する。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

 実施・強化なし。2015（平成 27）年度に持ち越しが想定される。 

 

③【重点】広域連携人的ネットワークの活用［2014, 2015］ 

東広島市では、既に広域連携人的ネットワークが根付いているので、職員や相談員など

を、研修・交流の場に派遣するなどして、ネットワークに参画し活躍できる体制を整える。 

＜2014（平成 26）年 11 月現在の達成状況＞ 

 東広島市は、1989（平成元）年から財団法人ひろしま国際センターが主催する「ひろし

ま国際交流サミット」に参加している。また、2008（平成 20）年から広島県内における
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多文化共生の地域づくりを進めるための組織である、県内 23 全市町で構成する「ひろし

ま多文化共生連絡会議」や、2013（平成 25）年から留学生支援を目的とした「広島県留

学生活躍支援センター」に参加している。 

 

以上の分析の結果から、表 3－4 で示したように、2013（平成 25）年度に実施・強化を

計画した 13 施策のうち、8 施策（約 62%）の実施・強化が行われていないこと、2014（平

成 26）年度に実施・強化を計画した 23 施策のうち、過半数の施策の実施・強化が行われ

ていないことが明らかになった（進捗報告は年度毎に更新されるため、2014（平成 26）

年度に実施・強化を計画した施策の正確な達成状況を計ることはできない（2014（平成

26）年 11 月現在））。第二次東広島市国際化推進プランは 5 か年計画として策定されてい

るため、2015（平成 27）年度、2016（平成 28）年度、2017（平成 29）年度に実施・強

化が計画されている施策がまだ控えている。しかし、以上の分析の結果から、第二次東広

島市国際化推進プランが円滑的・効率的に実施されているとは言えない。そのため、第二

次東広島市国際化推進プランの実施方法の再検討が必要であると言える。 

 

表 3－4 H25 または H26 に実施・強化を計画した施策の進捗状況 

基本 

目標 
施策の方向性 

進捗状況 

区分 H25 H26 

1. 外国人市民に

向けた施策 

(1)転入前の支援 ①生活情報の事前提供 
計画 ● ● 

進捗     

(2)生活開始時の

支援 

①外国人生活オリエンテーシ

ョン 

計画 ● ● 

進捗 ●   

②個人別案内表の作成 
計画 ● ● 

進捗     

(3)多言語相談 

①外国人相談窓口 
計画 ⇒ ● 

進捗 ●   

②交流団体との連携による多

言語情報の提供 

計画   ● 

進捗     

(4)日本語学習 ①日本語教室の充実 計画 ⇒ ● 
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進捗 ●   

②インターネットを利用した

日本語学習 

計画   ● 

進捗     

(5)保険・医療・

福祉 
①通訳派遣システムの構築 

計画 ● ● 

進捗 ⇒   

(6)子育て・教育 ①通訳派遣システムの構築 
計画 ● ● 

進捗     

(7)防災 

①外国人市民への啓発 
計画   ● 

進捗     

②災害時対応のための体制設

備 

計画 ● ● 

進捗     

(8)サービスの存

在周知 

①対象者への全戸配布による

周知 

計画 ● ● 

進捗 ●   

②市役所ホームページ等の多

言語情報提供 

計画 ● ● 

進捗 ●   

2. 受入住民に向

けた施策 

(1)サポート情報

等の提供 
①支援団体への情報通知 

計画 ● ● 

進捗 ●   

3. 共通する施策 

(1)交流機会の創

出 

①地域や支援団体等と外国人

市民を結ぶ取組み 

計画   ● 

進捗     

(2)意見の集約 ①市民意見の常時収集 
計画 ● ● 

進捗 ⇒   

4. 行政の国際化

と体制整備 

(1)庁内体制の整

備 

①多文化共生コーディネータ

ーの活用 

計画 ● ● 

進捗 ⇒   

②庁内通訳体制の整備 
計画   ● 

進捗     

③職員啓発 
計画 ● ● 

進捗 ●   

④翻訳に係るガイドラインの

整備 

計画 ● ● 

進捗     
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(2)市外連携 

①周辺市町との連携 
計画   ● 

進捗     

②外部組織・広域連携推進組

織等との連携 

計画   ● 

進捗 ⇒   

③広域連携人的ネットワーク

の活用 

計画   ● 

進捗     

 

● 実施・強化 ⇒ 継続   未実施 

  重点   最重点 
  

出典）東広島市企画振興部企画課（2014）「『第二次東広島市国際化推進プラン』進捗報告」

より作成。 

 

第三節 第二次東広島市国際化推進プランの課題 

 表 3－1 で示したように、第二次東広島市国際化推進プランは第一次東広島市国際化推

進プランの総括と位置付けられているが、第二次東広島市国際化推進プランでは、第一次

東広島市国際化推進プランの未実施課題および課題について分析が行われていなかった。

そのため、本研究では、2014（平成 26）年現在、第一次東広島市国際化推進プランにお

ける 8 つの未実施事項および課題の進捗状況について分析した。 

以上の分析の結果、表 3－5 で示したように、8 つの未実施事項および課題のうち、6 つ

の未実施事項および課題が第二次東広島市国際化推進プランの施策に対応しているが、実

施・強化を行った施策がないことが明らかになった（2014（平成 26）年 11 月現在）。本

章第二節でみたように、第二次東広島市国際化推進プランが円滑的・効率的に実施されて

いないため、第二次東広島市国際化推進プランの実施方法の再検討が必要であるとまとめ

たが、以上の分析の結果から、東広島市国際化推進プランの見直し、つまり、東広島市国

際化推進プランの実施方法をはじめとした実施体制の見直しが必要であると言える。 

 

表 3－5 第一次東広島市国際化推進プランにおける未実施事項および課題の進捗状況 

第一次東広島市 

国際化推進プラン 
第二次東広島市国際化推進プラン 
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出典）東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんな

がつながるまちづくり』19 頁から 20 頁。同編（2014）「『第二次東広島市国際化推進プラ

ン』進捗報告書」より作成。 

注 1）労働は「就労支援」「労働環境の改善」を示す。防災は「外国人市民への啓発」「災

害時対応のための体制整備」を示す。自立と地域社会への参画は「外国人市民のネットワ

ーク・自助組織との連携」「外国人市民の地域社会への参画」「外国人市民のボランティア

への参加」「行政分野等における外国人市民の活力導入」を示す。 

未実施事項および課題 施策の方向性 
進捗状況 

区分 H25 H26 H27 H28 H29 

1. 各種団体との連携による

多言語情報の提供 

交流団体との連

携による多言語

情報の提供 

計画 
 

● ● ⇒ ⇒ 

進捗 
     

2. 居住環境を整えるための

「地縁団体を中心とする取組

みの促進」 

居住支援のため

の情報提供 

計画 ⇒ ⇒ ● ● ⇒ 

進捗 ⇒ 
    

3. 商工会議所などとの連携

による就業環境の改善支援 
労働 

計画 
   

● ● 

進捗 
     

4. 防災に係る 3 つの事業 防災 
計画 ● ● ● ⇒ ⇒ 

進捗 
     

5. 「（仮称）外国人市民懇話

会」の設立  

計画 
     

進捗 
     

6. 外国人市民のネットワー

ク・自助組織の支援、外国人

市民の地域社会への参画 

自立と地域社会

への参画 

計画 ⇒ ⇒ ⇒ ● ● 

進捗 ⇒ 
    

7. 国際交流員などの活用 

多文化共生コー

ディネーターの

活用 

計画 ● ● ⇒ ⇒ ⇒ 

進捗 ⇒ 
    

8. 「（仮称）東広島市国際化

協会」の設立  

計画 
     

進捗 
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注 2）「『第二次東広島市国際化推進プラン』進捗報告書」において、注 1 の施策のうち、

「実施・強化」と「継続」が重複した場合は「実施・強化」を優先して示している。 

 

「防災に係る 3 つの事業」「国際交流員などの活用」は 2013（平成 25）年度に実施・強

化を計画していたが、実施・強化には至っていない（2014（平成 26）年 11 月現在）。ま

た、「各種団体との連携による多言語情報の提供」は来年度に持ち越されることが想定され

る。さらに、「居住環境を整えるための『地縁団体を中心とする取組みの促進』」「商工会議

所などとの連携による就業環境の改善支援」「外国人市民のネットワーク・自助組織の支援、

外国人市民の地域社会への参画」は 2012（平成 24）年に第一次東広島市国際化推進プラ

ンが満期に達した時点で、未実施事項および課題として明らかになっていたにも関わらず、

2015（平成 27）年度以降にようやく実施・強化が計画されている。その中でも特に「商

工会議所などとの連携による就業環境の改善支援」は未実施状態が続いており、自治体か

らの施策の策定および実施の難しさを物語っている。 

「（仮称）外国人市民懇話会の設立」「（仮称）東広島市国際化協会の設立」の 2 課題が

第二次東広島市国際化推進プランの施策に対応していないと判断した理由は、進捗報告に

おいて、（仮称）外国人市民懇話会および（仮称）東広島市国際化協会の設立に対応した記

述が記載されていないためである。その理由として、（仮称）外国人市民懇話会および（仮

称）東広島市国際化協会の設立は多分野に影響を及ぼすことが想定されるため、分野別に

施策を提示している第二次東広島市国際化推進プランにおいて、具体的に明記することが

できなかったためであると考えられる。 

以下、未実施事項および課題の中でも対応が急がれる事業の検討および 2015（平成 27）

年度以降の取組みに対して提言する。 

 

1. 商工会議所などとの連携による就労環境の改善支援 

国の出入国管理政策において、非熟練労働者に就く外国人は、日系人などの一定の身分

や地位を有する者として在留を認める場合を除き、受入れないという方針を示している。

しかし、外国人技能実習制度が低賃金・単純労働者受入れ制度として濫用されていること、

「永住者」や「定住者」の在留資格を持つ日系南米人の卑劣な就労環境で働かされている

ことが長年に渡って国内外から指摘されている。2013（平成 25）年 6 月には米国国務省

人身売買監視対策室から外国人技能実習制度が「搾取的」であると批判されるなど、世界
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から不名誉な評価が下されている17。また、（一社）移民政策研究所所長の坂中英徳氏をは

じめとした多くの学者から「米国、中国から現代版奴隷制度と呼ばれ、国際社会のひんし

ゅくを買っている外国人技能実習制度ときっぱり手を切るべきだ18」と証言されている。 

広島県もその例外ではない。スクラムユニオンひろしま19の C 氏との聞き取り調査を通

じて、2013（平成 25）年 3 月に広島県江田島市のカキ養殖加工会社で、中国人の技能実

習生により同工場の日本人経営者を含めた社員 8 人が殺傷された事件が起こったが、その

背景には外国人技能実習制度があったことが確認できた。また、「広島県においても、非熟

練労働に就く日系南米人のうち、多くは非正規雇用で雇用形態として非常に不安定である

ほか、解雇、賃金未払いおよび長時間労働をはじめとした悪質な就労環境に従事させられ

ている」C 氏は指摘している。 

東広島市において、外国人市民アンケート調査結果より、図 3－12 で示した「お金・仕

事についての満足度」について「技能実習」の在留資格を持つ外国人市民のおよそ 70％、

「永住者」や「定住者」の在留資格を持つ外国人市民のおよそ 40%が「いい」「まあまあ、

いい」と回答した。しかし、本結果について、C 氏は「満足度」という言葉の定義が曖昧

であることが問題であると指摘し、本アンケート結果が実態を十分に反映していないと言

及している。本アンケート結果が実態を反映していない理由について、C 氏は次のように

述べている。「アンケートの結果は、母国との賃金格差や労働環境を比較した結果になって

いると思います。もし仮に、日本人市民と比較したアンケート調査であったら、結果は変

わっていたと思います。」東広島市では日系南米人を含む「永住者」の在留資格が最も多い

こと、「技能実習」の在留資格を持つ外国人市民が「永住者」や「留学」の在留資格を持つ

外国人市民に次いで三番目に多いことを踏まえ、就労環境の改善支援に積極的に取組むべ

きである。 

 

                                                   
17 米国大使館（2012）「米国国務省民主主義・人権・労働局」 
18 坂中英徳（2014）『日本型移民国家への道〔新版〕』85 頁。 
19 広島県内の外国人労働者や派遣労働者の組織化を進めるために結成された個人加盟に

よる労働組合。 
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図 3－12  外国人市民のお金・仕事についての満足度（在留資格別） 

出所）東広島市企画振興部企画課編（2013）『外国人市民アンケート調査結果』Q.14-5。 

出典）東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんな

がつながるまちづくり』35 頁。 

 

<2015（平成 27）年度以降の取組みに対する提言> 

2015（平成 27）年 1 月に、法務省と厚生労働省が作った政府の有識者懇談会において、

賃金の未払いや長時間労働が相次いでいる外国人技能実習制度の実態を踏まえ、国内で実

習生を受け入れる団体を指導、監督する新たな機関を設けるなどした報告書を同年 1 月中

に取りまとめる見通しが報告された20。外国人労働者の就労環境に係る問題は、自治体の

施策では限界があり、施策の策定および実施には至っていなかったが、東広島市としても

これを機に、技能実習生や日系南米人の就労環境の見直しをはじめ、広島労働局や広島西

条公共職業安定所などの労働関係機関と連携の強化、適正な労働条件を確保するため、労

働関係法令、社会保険関係法令の内容および労働者の義務や権利等について、外国人労働

者を雇用する事業主および外国人労働者へ周知・啓発を積極的に行うべきである。 

 

2. 防災に係る 3 つの事業 

外国人市民の中には、地震や台風などの自然災害に不慣れな場合が多く、日本語による

コミュニケーションが困難な人も多くいる。さらに、文化の違いから、日本人が常識とし

て特に意識しない事柄について予想外の行動を取ることも、過去の被災自治体の事例から

                                                   
20 NHK NEWS WEB「外国人技能実習制度見直し 新たな指導機関を」 
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明らかになっている21。企画課の A 氏・B 氏は「多言語対応センターとの協力体制が築け

ていないため、災害を想定したマニュアルの作成および避難訓練等が実施に至っていない」

と証言している。しかし、2014（平成 26）年 8 月に広島市安佐北区・安佐南区で土砂災

害が発生以降、県内市町村のみならず、全国の自治体が災害を想定した取組みに移行する

姿勢を見せていることまた、外国人集住都市会議をはじめ、さまざまな場で外国人を対象

とした防災システムの必要性が謳われている。東広島市としてもこれを機に、多言語対応

センターとの連携体制を積極的に整備し、災害発生時の被害を最小限に抑える環境を整え

る必要がある。 

 

<2015（平成 27）年度以降の取組みに対する提言> 

2014（平成 26）年 8 月に広島市安佐北区・安佐南区で起こった土砂災害に際して、外

国人市民を対象とした災害規定が存在していたものの、それが十分に機能しなかったため

に甚大な被害を受けている。東広島市は過去に大規模な自然災害に見舞われた経験はない

が、広島市安佐北区・安佐南区で起こった土砂災害の教訓を踏まえ、災害時に有効な対応

マニュアルの作成をはじめとした、防災に関する外国人市民への啓発および災害時の体制

整備の強化に取組むべきである。 

 

3. 国際交流員などの活用 

2013（平成 25）年度は実施・強化には至らなかったが、2012（平成 24）年度から東広

島市が雇用する多文化共生コーディネーターを配置して以降、東広島市の国際化推進に関

する事業の中枢を担う役割を果たしている。多文化共生コーディネーターとは「在住外国

人に関わる諸制度や諸課題について理解しており、多文化共生社会の進展に対応できるた

めの知識の習得、関係機関・部局等とのコーディネート能力および企画・立案能力を有す

るマネージャー的人材22」である。2014（平成 26）年現在、東広島市が雇用している多文

化共生コーディネーターは 1 名で、日本語講師としても長年東広島市へ貢献している。多

文化共生コーディネーターとして活躍する D 氏との聞き取り調査を通じて、国籍を問わず、

東広島市に長年住んでいる市民の意識改革が重要な課題であることが明らかになった。D

                                                   
21 東広島市企画振興部企画課編（2013）『第二次東広島市国際化推進プラン－みんながつ

ながるまちづくり』40 頁。 
22 自治体国際化協会（2010）「多文化共生」 
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氏は「東広島市の活動は、税金、つまり市の財政の一部を使って行っている公的な活動な

ので、国籍を問わず、東広島市に在住する全ての市民に還元できないと意味がありません。

そのため、外国籍の市民だけ見ていても仕方がないのです。」と述べ、「東広島市に長年在

住している市民に、どのように興味や関心を持ってもらえるか、またどのように巻き込ん

でいけるか」が今後取組むべき課題であると指摘している。 

 

<2015（平成 27）年度以降の取組みに対する提言> 

人事異動により同じ職場に長く従事できない行政職員と比べて、地域密着型である多文

化共生コーディネーターのような人材は、東広島市の国際化推進事業を促進するキーパー

ソンになる。しかし、専門職は多数雇用することができないため、2014（平成 26）年現

在東広島市から雇用されている多文化共生コーディネーターは 1 名のみである。東広島市

の国際化推進事業を 1 人でコーディネートすることは、肉体的・精神的負担が大きいこと

が想定されるため、広島県との協力関係を強化し、多文化共生コーディネーターのような

人材を育成する機会を整備すべきである。そのうえで、多文化共生コーディネーターのよ

うな人材を 1 名ずつ各町村に配置するなどの協力体制を整備すべきである。 

 

 以上、本章では、第二次東広島市国際化推進プランにおいて、2013（平成 25）年度に

実施・強化を計画した施策の達成状況が低いこと、2014（平成 26）年度に実施・強化を

計画した施策の達成状況が低いこと（2014（平成 26）年 11 月現在）、第一次東広島市国

際化推進プランにおける未実施事項および課題に関する施策の実施・強化が行われていな

いこと（2014（平成 26）年 11 月現在）を問題として指摘した。そのため、東広島市国際

化推進プランの総合的な見直しが必要である。そこで、次章では、東広島市の国際化推進

に取組む現行組織について検討し、それを踏まえ、東広島市の国際化推進を促進しうる組

織について検討していく。 

 

第四章 東広島市の国際化推進の手がかり 

第一節 東広島市の国際化推進に取組む現行組織の課題 

2006（平成 18）年に総務省が「地域における多文化共生推進プラン」を策定して以降、

国の包括的な社会統合政策の策定には至っておらず、自治体の取組みが先行している。有

識者会議などから内閣府の定住外国人施策推進室を「局」に格上げする提言や外国人庁設
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置の提言など、現行の縦割り行政を打破するための改革構想が謳われているが、提言を汲

み取ることで終わっており、活用するまでには至っていない。そのため、自治体の包括的

な社会統合政策の実施および策定に期待がかかる。 

 東広島市は、第一章でみたように、国の社会統合政策に先駆けて国際化推進事業を展開

してきた自治体の一つであり、長年に渡って国際化推進事業に携わってきた実績がある。

しかし、第三章でみたように、東広島市国際化推進の基本指針および基本計画である東広

島市国際化推進プランの総合的な見直しを要することが確認できた。そこで、東広島市国

際化推進プランが効果的に機能していない原因を明らかにするため、東広島市国際化推進

事業に取組む主な財団法人および庁内組織について検討する。 

 

1. 東広島市国際化推進事業に取組む主な財団法人 

広島県では（公財）広島平和文化センターおよび（公財）ひろしま国際センターが総務 

省より「地域国際化協会23」として認定されている。しかし、（公財）広島平和文化センタ

ーの所在地が広島市であること、（公財）ひろしま国際センターが交流部（広島市）と研修

部（東広島市）に二分化されていることを考えると、東広島市の国際化推進に直結した組

織であるとは言えない。 

東広島市の国際化推進に取組んでいる中核的組織は（公財）ひろしま国際センターの研

修部（JICA 中国国際センターと広島国際協力センターが一体化した施設）でもある広島

国際プラザおよび（公財）東広島市教育文化振興事業団である。広島国際プラザは発展途

上国からの研修員を受入れ、研修の傍らに地域住民との交流を図るなど、中国・四国地方

の国際協力・国際貢献の拠点施設としての役割を果たしている。また、（公財）東広島市教

育文化振興事業団は留学生宿舎でもあるサンスクエア東広島およびコミュニケーションコ

ーナーの運営をはじめ、東広島市の教育、文化、スポーツの振興を中心に取組んでいる。  

しかし、広島国際プラザは発展途上国からの研修員を中心とした限定的な事業および東

広島市の枠を超えた中国・四国地方の事業を展開していること、（公財）東広島市教育文化

振興事業団は地域に根差した事業で東広島市の国際化推進に長年貢献しているものの、教

育、文化、スポーツを中心とした限定的な事業を展開していることを踏まえると、東広島

市の国際化推進に特化した総合的な組織であるとは言えない。 

                                                   
23 総務省の指針に基づき県等が作成した「地域国際交流推進大綱」に位置づけられた、地

域の国際交流を推進するにふさわしい中核的民間国際交流組織。 
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2. 東広島市国際化推進事業に取組む庁内組織 

東広島市国際化推進プランを進めるにあたって、各種団体や国際関係機関、学識経験者、

外国人市民などから構成される「東広島市国際化推進プラン改定委員会」で協議および検

討を行い、日本人市民および外国人自民の要望を汲み取る外国人市民アンケートやパブリ

ックコメントを実施および収集し、関係部署から構成される「東広島市行政国際化推進会

議」で協議および検討が行われている。 

しかし、東広島市国際化推進プラン改定委員会および東広島市行政国際化推進会議が年

に数回しか開催されないこと、委員会（一般公開されている）および会議（一般公開され

ていない）の調査審議の内容はホームページ等を通じて多言語で公表されていないこと、

また、東広島市民から意見を吸い上げるアンケートについて、外国人市民アンケート調査

結果の回収率は 30.5%24に留まり、2013（平成 25）年のパブリックコメントの提出人数お

よび提出意見が 0 件であることを考えると、東広島市の国際化推進に取組む庁内組織が効

果的に機能しているとは言えない。 

 

以上の検討の結果から、東広島市国際化推進に直結した総合的な組織が欠如しているこ

と、東広島市国際化推進に取組む庁内組織が効果的に機能していないことが確認された。

以上の検討の結果を踏まえ、東広島市国際化推進プランを円滑的・効率的に進めるため、

東広島市は東広島市国際化推進に直結した総合的な組織の設立、東広島市国際化推進に取

組む庁内組織の見直しが必要である。本研究では、東広島市国際化推進に直結した総合的

な組織として、庁内組織と協働体制を構築することが想定される、第一次東広島市国際化

推進プランの未実施事項および課題でもあった（仮称）東広島市国際化協会の設立につい

て検討する。 

 

第二節 （仮称）東広島市国際化協会の設立25 

2014（平成 26）年現在、（仮称）東広島市国際化協会が設立されていない理由について、

企画課の A 氏・B 氏は「設立後、十分に機能する目途が立たないため」と証言している。

しかし、既に、多くの自治体が（公財）川崎市国際交流協会26や（公財）浜松国際交流協

                                                   
24 東広島市役所企画振興部企画課編（2013）『外国人市民アンケート調査結果』1 頁。 
25 本節の記述は、滋賀県国際協会（2011）「中期計画」を参考にした。 
26 1989（平成元）年に川崎市国際交流協会（2012（平成 24）年に公益財団法人として改
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会27をはじめとした（仮称）東広島市国際化協会に類似した組織を設立している。 

 本研究では、（公財）川崎市国際交流協会や（公財）浜松国際交流協会と同様に、総務省

から地域国際化協会として認定されている（公財）滋賀県国際協会の「中期計画」を参考

に、（仮称）東広島市国際化協会の役割について検討する。表 3－4 で示したように、（仮

称）東広島市国際化協会の役割は 4 点に集約できる。 

 

表 3－4 （仮称）東広島市国際化協会の役割 

（仮称）東広島市国際化協会の役割 内容 

1. 情報の拠点 
国際交流・国際協力および多文化共生推進

に関する事業情報の提供。 

2. サポート機能 

国際交流・国際協力、多文化共生の担い手

となる東広島市民や民間団体の育成および

支援。 

3. パイプ機能およびコーディネート機能 

行政と民間の中間的組織として、行政情報

を東広島市民や民間団体への提供および東

広島市民や民間団体の意見や要望を行政に

伝達。 

4. 調査研究機能 

地域社会、国際社会におけるさまざまなニ

ーズや問題点を把握し、課題解決に向けた

施策などの提示。 

出典）滋賀県国際協会（2011）「中期計画」4 頁から 6 頁より作成。 

 

1. 情報の拠点 

 第一次東広島市国際化推進プランの成果を計る指標でもある外国人市民アンケート調査

結果により、東広島市が提供するサービスの周知度が全体的に低いこと、第二次東広島市

                                                                                                                                                   

組）が設立して以降、川崎市国際化推進事業の中枢的組織として、長年、市の国際化へ貢

献している。 
27 1982（昭和 57）年に浜松国際交流協会（2010（平成 22）年に公益財団法人として改組）

が官民一体となり任意団体として設立されて以降、国際交流がそれほど盛んではない時期

から長年に渡って、生活ガイドブックの作成や日本語教育をはじめとした草の根事業を展

開している（駒井洋・渡戸一郎編（1997）『自治体の外国人政策－内なる国際化への取組

み』166 頁）。 
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国際化推進プランにおける「サービスの存在周知」をはじめとした情報提供に関する施策

の実施・強化の成果がわからないことが本研究で確認できた。そこで、（仮称）東広島市国

際化協会は、東広島市民と行政、多文化共生の担い手である諸団体、その他関係機関との

間をつなぐ情報提供の拠点として、有用な役割を果たしうると考えられる。 

 

2. サポート機能 

 第二次東広島市国際化推進プランにおいて、第一次東広島市国際化推進プランの未実施

事項および課題の実施・強化が行われていないこと（2014（平成 26）年 11 月現在）、2013

（平成 25）年度および 2014（平成 26）年度に実施・強化を計画した施策の達成度合いが

低いこと（2014（平成 26）年 11 月現在）が本研究で明らかになった。本結果から、東広

島市における国際化推進事業に取組む中核的組織である広島国際プラザと（公財）東広島

市教育文化振興事業団が東広島市国際化推進に特化した総合的な組織ではないこと、事業

に対する東広島市からの総合的支援が不足していたことが示唆でえきる。そこで、（仮称）

東広島市国際化協会は、東広島市と長年東広島市の国際化推進に貢献してきた団体をつな

ぎ、相互理解と協働体制の構築をはかりうると想定される。 

 

3. パイプ機能およびコーディネート機能 

 第二次東広島市国際化推進プランにおいて、2012（平成 24）年度から多文化共生コー

ディネーターを配置して以降、東広島市の国際化推進に関する事業の中枢を担う役割を果

たしているものの、東広島市民、民間団体、企業、行政の円滑的かつ効率的な協同体制が

構築されていないことが確認できた。（仮称）東広島市国際化協会は、行政と民間の中間的

組織という特性を活かし、行政情報を東広島市民や民間団体に提供するとともに、東広島

市民や民間団体の意見や要望を行政に伝えるなど、両者をつなぐパイプ機能を果たすこと

が想定される。 

 

4. 調査研究機能 

 東広島市国際化推進プランを運営する東広島市国際化推進プラン改定委員会および東広

島市行政国際化推進会議が年に数回しか開催されていないこと、同委員会および同会議の

調査審議内容が多言語でホームページ等を通じて公表されていないこと、外国人市民アン

ケートおよびパブリックコメントの回収率および提出率が低いことを考えると、日本人お
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よび外国人市民の生活実態やニーズを十分に把握しているとは言えない。そこで、（仮称）

東広島市国際化協会が調査研究拠点として、各種団体や大学の研究者等と協同しながら調

査を実施し、その調査結果を広く地域社会に提供することが考えられる。 

 

 以上、本章では、東広島市国際化推進事業に取組む主な財団法人が限定的な事業を展開

していること、東広島市国際化推進事業に取組む庁内組織が効果的に機能していないこと

を指摘した。本結果より、東広島市が取組む社会統合政策の土台でもある東広島市国際化

推進プランをはじめとした東広島市国際化推進事業を円滑的・効率的に実施するためにも、

東広島市国際化推進に直結した総合的な組織である（仮称）東広島市国際化協会を設立す

べきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結論 
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 2006（平成 18）年に総務省が「地域における多文化共生プラン」を策定して以降、各

自治体が取組んでいる多文化共生施策が社会統合政策の土台を構築している。しかし、国

の包括的な社会統合政策が欠如しているだけでなく、出入国管理政策と社会統合政策の連

携が効果的に機能していないため、外国人集住都市をはじめとした自治体から国の対応策

が求められている。東広島市も国に先駆けて社会統合政策に取組んでいる自治体の例外で

はない。 

東広島市では「留学生 30 万人計画」および「スーパーグローバル大学創成支援」にあ

たって、外国人留学生をはじめとした外国人市民が増加すること、2025（平成 37）年を

境に人口減少に転じ、人口構成の大幅な変動に直面することを見据えた国際化推進の取組

みが求められている。 

東広島市では、東広島市国際化推進の基本指針および基本計画である、東広島市国際化

推進プランを実施しているが、施策の達成状況が全体的に低いため、東広島市国際化推進

プランの実施方法および実施体制をはじめとした総合的な見直しが必要である。 

東広島市国際化推進事業に取組む現行組織が効果的に機能していないので、東広島市国

際化推進プランをはじめとした東広島市国際化推進事業を円滑的・効率的に実施するため

にも、東広島市国際化推進に直結した総合的な組織である（仮称）東広島市国際化協会を

設置すべきである。 

 また、（仮称）東広島市国際化協会が東広島市国際化推進事業を円滑的・効率的に実施す

る総合的な組織であるという十分な裏付けが欠落していること、東広島市国際化推進事業

に取組む現行組織の協働体制が吟味されていないことなどの（仮称）東広島市国際化協会

についてのさらなる検討は今後の課題として本研究の結びにかえる。 
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